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呉市上下水道局公告　　　　第　　号 102

入 札 公 告
　次のとおり一般競争入札（事前審査方式）を行いますので，呉市上下水道局契約規程（平成２５年上下水道局規程
第８号）により例によるものとされる呉市契約規則（昭和３９年規則第５０号）第４条の規定により公告します。な
お，本件は，広島県内の地方公共団体等が共同で運営する電子入札等システム（以下「電子入札システム」という。
）を利用して開札までの手続を行う電子入札案件であり，事務取扱は呉市電子入札実施要領の適用があります。

令和  8年  1月 22日

呉市長　　新　原　　芳　明

一般競争入札（事前審査方式）
工 事 番 号 処 単 　 第 6号
工 事 名 称 天 応 浄 化 セ ン タ ー 汚 泥 混 合 槽 防 食 工 事
工 事 場 所 呉 市 天 応 大 浜 ３ 丁 目 ５ 番 地 の ４
建 設 工 事 の 種 類 塗 装 工 事

工事面積  Ａ＝１０１㎡
  防食工  Ａ＝１０１㎡，付帯工  一式，仮設工  一式

工 事 概 要

工 　 　 期 令 和  8年  9月 10日
予定価格(消費税抜き)      14,165,000
入 札 区 分 電子入札・電子くじ対象案件（電子入札システムを利用。紙申請・紙入札不可）
落 札 方 式 最 低 制 限 価 格 制 度

別紙参照

入 札 参 加
資 格 要 件 等

契 約 保 証 金 契 約 金 額 の １ ０ ％ 以 上

入札時に様式集（一般競争）に掲載されている所定の工事費内訳書を添付して送信する
こと。なお，入札金額と工事費内訳書の工事価格は同額であること。

入札及び
工事費内訳書の提出

上記条件を満たしていない入札は無効とするため注意すること。
支
払
方
法

前  払  い 有 （ ４ ０ ％ 以 内 ）
部 分 払 い 無 中間前払い 有 （ ２ ０ ％ 以 内 ）

    1設計図書等の入手方法を，平成２９年４月より変更しました。
呉市契約課ホームページにて電子閲覧を行います。

設計図書等の閲覧 入札時には，設計図書に記載された設計図書整理番号を，内訳書に記入してください。
【掲載場所】呉市契約課ホームページ：設計図書・参考図書の閲覧
（閲覧するには，呉市入札参加資格者名簿に登録された方に配布したパスワードが必要です。）

設計図書等の閲覧期間 令 和  8年  1月 22日 ～ 令 和  8年  2月 10日
受付期限 令 和  8年  1月29日 午後５時まで（所定の様式によるＦＡＸ送信のみ）質 問 受 付 等
回　　答 令 和  8年  2月 2日 午後５時までにホームページ上で回答

質 問 受 付 先 呉市契約課 ＴＥＬ０８２３－２５－３３７６･３３７７　ＦＡＸ０８２３－３２－６９７８
令 和  8年  2月  4日 12時令 和  8年  1月 22日  9時 ～参加申請書受付期間
令 和  8年  2月  6日 17時資格確認通知発行期間 令 和  8年  2月  6日  9時 ～
令 和  8年  2月 10日 16時入 札 受 付 期 間 令 和  8年  2月  9日  9時 ～

開 札 日 時 令 和  8年  2月 12日 13時 20分
開 札 場 所 呉市入札室　呉市役所７階　呉市中央４丁目１番６号

別紙参照
入 札 参 加 申 請 時
に必要な提出書類等



一般競争入札（事前審査方式） （別紙） 令 和  8年  1月 22日

①呉市一般競争入札（事前審査方式）公告共通事項を満たしている
こと。
②令和７・８年度呉市建設工事入札参加有資格者名簿に塗装工事で
登録されていること。
③平成２２年４月１日以降に完成・引渡しが完了した公共工事で，
下水道終末処理場，ポンプ場又は集落排水処理施設において，ポン
プ施設，水処理施設又は汚泥処理施設に関する防食工事（管路施設
を除く）の元請施工実績を有すること（共同企業体の構成員として
の施工実績は，出資比率が２０％以上の場合に限る。）。
④塗装工事に係る技術者については，所属建設業者と直接的な雇用
関係を有する者を配置できること。
⑤現場代理人については，所属建設業者と直接的な雇用関係を有す
る者を配置できること。
⑥落札決定の日までに入札参加条件を満たさなくなったときは入札
に参加できない。なお，入札済の場合は，当該入札は無効とする。

入 札 参 加
資 格 要 件 等

「呉市一般競争入札（事前審査方式）参加申請書」，「配置予定技術者の氏名・資格等届
出書」，「技術者の雇用関係を証する書面の写し」，「経営事項審査総合評定値通知書の
写し」，「実績証明書等の写し・ＣＯＲＩＮＳ等の資格要件に合致していることがわかる
もの」
様式集（一般競争）に掲載してあります。

入 札 参 加 申 請 時
に必要な提出書類等


